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(57)【要約】
　内燃機関からの排気ガスを冷却するように構成された
ローブ型排気ディフューザ装置、システム、及びその方
法は、エンジンからの排気ガスを受けるよう構成された
近位端部（２１５）と、排気ガスを大気中へ放出するよ
う構成されている遠位端部（２０５）とを有するディフ
ューザ（２００）を具える。複数のローブ（２２５）は
、排気ガスの少なくとも一部がローブ（２２５）を通過
するように遠位端部（２０５）に配置され、排気ガスと
大気の間の交わる面積を大きくし、排気ガスと大気気体
の間のさらなる急速な拡散と吸い込みとともに、結果的
に排気ガスをさらに急速に冷却する。
【選択図】　図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関からの排気ガスを冷却する装置において、当該装置が：
　近位端部と、遠位端部とを有するディフューザであって、前記近位端部は前記機関から
排気ガスを受けるよう構成され、前記遠位端部は前記排気ガスを大気中へ放出するよう構
成されているディフューザと；
　前記遠位端部に少なくとも部分的に配置された複数のローブであって、前記排気ガスの
少なくとも一部がこのローブを通過するように構成されているローブとを具えることを特
徴とする装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、前記遠位端部の円周が前記近位端部の円周より大きい
ことを特徴とする装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の装置において、前記遠位端部の断面積が前記近位端部の断面積とほぼ
同じであることを特徴とする装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の装置において、前記遠位端部の断面積が前記近位端部の断面積より大
きいことを特徴とする装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の装置において、前記近位端部が、ほぼ円筒形であり、ほぼ円筒形の排
気パイプに取り付けられるよう構成されていることを特徴とする装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の装置において、前記ローブがほぼ環状形に配置されており、内部空間
を規定し、さらに前記内部空間に配設されたブロックを具え、当該ブロックが、通路から
前記内部空間を通る前記排気ガスを少なくとも部分的に止めるように構成されていること
を特徴とする装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の装置において、前記ローブが環状形に配置されており、前記ローブは
、互いにほぼ同じ大きさ、形、距離であり、前記ローブは、断面の前記遠位端部の中央か
ら半径方向に外方へ延在していることを特徴とする装置。
【請求項８】
　請求項５に記載の装置において、各ローブが、前記ディフューザの前記遠位端部におい
て半径方向の外側部で広くなり、半径方向の内側側部で狭くなるように、各ローブが半径
方向にテーパ形であり、各ローブがさらに、前記パイプの円筒形内へ半径方向に、前記パ
イプの円筒形から外方へ半径方向に延在することを特徴とする装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の装置において、前記ローブが縦方向にテーパ形であり、前記近位端部
から前記遠位端部に近くなるにつれて大きくなることを特徴とする装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の装置において、前記装置がディーゼルエンジンと共に使用されるよう
に構成されており、前記装置の前記近位端部は、ほぼ円筒形で、前記遠位端部がほぼ６イ
ンチ径のときにほぼ４乃至５インチの径であり、前記ローブは、それぞれの長さがほぼ４
インチである１２個のローブを具えることを特徴とする装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の装置において、各ローブは、断面が三角形であり、当該三角形の頂部
は前記ディフューザの前記遠位端部における前記ローブの頂部に対応し、前記三角形の半
径方向の外側は、前記三角形の頂部に垂直な中心線からほぼ２０度離れるように方向付け
られていることを特徴とする装置。
【請求項１２】
　請求項１に記載の装置がさらに、前記ローブ内に配置された複数のパーフォレーション
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を具えることを特徴とする装置。
【請求項１３】
　排気ガスを拡散するための装置において、当該装置が：
　近位端部と、遠位端部とを有する排気管であって、前記近位端部は排気ガスを受けるよ
う構成され、前記遠位端部は前記排気ガスを大気中へ放出するよう構成されている排気管
を具え；
　前記遠位端部は、大気気体を前記排気ガス流動中へ吸い込んで前記排気ガスと前記大気
気体を混合するための溝を具えることを特徴とする装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の装置において、前記遠位端部の円周が前記近位端部の円周より大き
いことを特徴とする装置。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の装置において、前記遠位端部の断面積が前記近位端部の断面積とほ
ぼ同じであることを特徴とする装置。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の装置において、前記排気管の前記近位端部が、前記エンジンで生成
される排気ガスを受けるようにディーゼルエンジンに機能的に取り付けられ、さらに、前
記エンジンと前記排気管の間に配設されたディーゼル粒子フィルタを具えることを特徴と
する装置。
【請求項１７】
　排気ガスを冷却する方法において、当該方法が：
　前記排気ガスを第１通路を通して押し進めるステップと；
　前記排気ガスを複数のローブを通して押し進めるステップと；
　前記排気ガスを前記ローブから大気中へ放出するステップと；
を具えることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の方法において、前記ローブが第２通路の溝(fluting)によって作ら
れることを特徴とする方法。
【請求項１９】
　請求項１７に記載の方法において、前記排気ガスが前記第１通路を通って、第１の断面
を通り、前記第１の断面とほぼ同じ断面積の第２の集合断面で前記ローブを通過すること
を特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１７に記載の方法がさらに、内燃ディーゼルエンジンから前記排気ガスを生成す
るステップと、前記内燃ディーゼルエンジンから前記第１通路へ前記排気ガスを押し進め
るステップとを具えることを特徴とする方法。
【請求項２１】
　請求項１７に記載の方法において、前記排気ガスを前記ローブを通して押し進めるステ
ップが、前記排気ガスの流れがほぼ均一になるように、前記排気ガスの前記ローブのほぼ
全体の内側面に近接した部分を押し進めるステップを具えることを特徴とする方法。
【請求項２２】
　請求項１８に記載の方法がさらに、前記第２通路の一部を通る排気ガスの通路をブロッ
クするステップを具えることを特徴とする方法。
【請求項２３】
　ディーゼルエンジンの排気処理及び冷却システムにおいて、当該システムが：
　前記エンジンで生成される排気ガスをほぼ収容して方向付ける排気パイプと；
　前記排気パイプ上に配設され、前記排気ガスの組成を改善するよう構成された排気処理
機構と；
　前記排気処理機構に機能的に取り付けられ、前記排気処理機構を適宜再生するよう構成
された再生機構と；
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　ハウジングにおける前記排気処理機構の下流に配設された冷却機構であって、複数のロ
ーブを具え、前記排気ガスを前記排気パイプから受けて前記排気ガスを前記ローブを通し
て大気へ放出するよう構成された冷却機構と；
を具えることを特徴とするシステム。
【請求項２４】
　請求項２３に記載のシステムにおいて、前記ローブの集合的な円周が、前記排気パイプ
の円周よりも大きく、前記ローブの集合的な断面積が、前記ハウジングの断面積とほぼ同
じであることを特徴とするシステム。
【請求項２５】
　請求項２３に記載のシステムにおいて、前記排気処理機構は、ディーゼル粒子フィルタ
を具えることを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は排気システムに関するものであり、特に、封入された排気流動が出るときの排
気ガスを冷却するための装置、システム、及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本特許出願は、ここに全体を組み込んでいる代理人整理番号１９００．２．１５及び依
頼人整理番号８－０２－４８１９の本出願と同日に出願された出願シリアルナンバ＜シリ
アルナンバ＞標題「Ｅｎｃｌｏｓｅｄ　Ｖｏｌｕｍｅ　Ｅｘｈａｕｓｔ　Ｄｉｆｆｕｓｅ
ｒ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ,　Ｓｙｓｔｅｍ,　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」の出願に関連するも
のである。
【０００３】
　窒素酸化物（ＮＯｘ）や特定の物質などエンジン排気ガスに関する環境規制は、ますま
す厳しくなっている。米国において米国環境保護庁は、ディーゼルエンジン粒子状物質に
関し、新しくさらに厳しい環境規制を２００７年に始め、排気を大気中へ流入させる前の
排気流動中に配設されたＮＯｘ吸収材などディーゼル粒子フィルタおよび／または他の排
気処理装置が必要とされるようになる。
【０００４】
　ほとんどの場合、排気処理システムは、装置に煤やＮＯｘ、同様のものが充満すると、
粒子フィルタやＮＯｘ吸収材、他の排気処理装置の再生を適宜開始しなければならない。
一例として、粒子フィルタの場合、再生は、フィルタの温度を煤が酸化される４００Ｃ以
上まで上げて、フィルタの大きさやフィルタ上の煤の量、煤の均一性の程度などを含む環
境に依存して何分間かそれ以上の間、温度を維持することによってなされる。
【０００５】
　この種の再生はフィルタ温度を高くすることを必要とするものであり、具体的には、排
気の温度は静止又は低速運転状態で上昇するので、排気は通常運転中よりもさらに高い温
度で自動車の排気管を出る。これは、排気管から出るガスの熱流束に関する潜在的な安全
上の問題につながるものであり、近くにいる人や動物、植物を不快にさせるか傷を負わせ
てしまう。また、排気系部品の表面温度も上昇させてしまう。
【０００６】
　この問題に対処する一つの方法として、高温の排気ガスを放出するようにエンジンや排
気処理システムが配設されている自動車や機械においてその操作者に警告を発し、操作者
が状況を緩和する手段、例えば、感応対象から装置を離すように動かして冷却処置を開始
させるなどのステップを潜在的に具える手段などをとる方法がある。しかしながら、これ
は操作者が介在することを必要とする精密で高価なセンサや調整装置を必要とするもので
あり、どんな場合にも操作者の緩和選択手段は比較的制限されうる。可能であれば危険な
温度に達することのないように、排気管から出る前か出るときに、第１の場所で排気ガス
が連続的に冷却されることが好ましい。
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【０００７】
　有害な結果を緩和するための排気の処理は、：音を低減するために以前から在るマフラ
ーや共振フィルタ、及び触媒フィルタ、粒子フィルタや排出物質を調整するために開発さ
れてきたようなものなど、もちろん新しいものではない。しかしながら、排気が大気へ流
入する際の熱の低減という一般的問題は、新しいアプローチを必要とする比較的新しい問
題である。この問題は、消防車が水を汲み上げるときのこの排気温度の低減など一定の制
限的な状況において処理されてきた。一部の（全てではない）消防車は、排気を冷却する
ために排出口に散水器を具えているが、このような機構は既存の水道があって、このよう
な状況において経験不足の単独の機械の操作者ではなく熟練の消防士がホースを手で持つ
状況に制限される。
【０００８】
　前述のことから、エンジン駆動機械、特にディーゼルエンジンを具えるエンジン駆動機
械の排気管から排気ガスが出る場合には、これらを冷却し、再生を必要とする粒子フィル
タや他の処理装置が必要とされることは明らかである。上述の排出物の調整装置を使用し
ていないある種の職業の自動車も冷却された排気ガスから利益を受けることができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、現在の技術、特に最近利用可能なシステムによって十分に解決されていない
技術における問題と必要性に対応するために開発された。従って、本発明は、技術的な多
くの又はすべての問題を克服するため、排気ガスを冷却する装置、システム、及び方法を
提供するように開発された。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様において、内燃機関からの排気ガスを冷却する装置は、近位端部と、遠
位端部とを有するディフューザを具える。前記近位端部は前記機関から排気ガスを受ける
よう構成され、前記遠位端部は、前記排気ガスを大気中へ放出するよう構成されている。
複数のローブは、前記遠位端部に少なくとも部分的に配置されており、このローブは、前
記排気ガスの少なくとも一部がこのローブを通過するように構成されている。一実施例で
は、前記遠位端部の円周が前記近位端部の円周より大きく、前記遠位端部の断面積は前記
近位端部の断面積とほぼ同じである。
【００１１】
　さらなる実施例では、ブロックがローブ内に設けられ、前記ブロックは、通路から前記
ローブの間の前記中央空間を通る前記排気ガスを少なくとも部分的に止めるように構成さ
れている。
【００１２】
　本発明のさらなる態様では、排気ガスを冷却する方法が、前記排気ガスを第１通路を通
して押し進めるステップと、前記排気ガスを複数のローブを通して押し進めるステップと
、前記排気ガスを前記ローブから大気中へ放出するステップとを具える。一実施例では、
前記排気ガスの流れがほぼ均一になるように、前記排気ガスの前記ローブのほぼ全体の内
側面に近接した部分を前記ローブを通して押し進める。
【００１３】
　本発明のさらなる態様では、ディーゼルエンジンの排気処理及び冷却システムが、前記
エンジンで生成される排気ガスをほぼ収容して方向付ける排気パイプと、前記排気パイプ
に配設される排気処理機構とを具える。排気処理機構は、前記排気ガスの組成を改良する
よう構成される。前記排気処理機構に機能的に取り付けられた再生機構は、前記排気処理
機構を適宜再生するよう構成される。前記排気処理機構のハウジングのダウンストリーム
に配設された冷却機構は、複数のローブを具え、前記排気ガスを前記排気パイプから受け
て、前記排気ガスを大気へ放出するよう構成される。
【００１４】
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　この明細書の特性、利点、又は同様の言葉への言及は、本発明によって実現しうる全て
の特性や利点を示唆するものではなく、全ての特性や利点は本発明の様々な一の実施例に
おいてなされるものである。むしろ、この特性や利点について言及した言葉は、本発明の
少なくとも一実施例に含まれる一実施例と結びついた特定の特性や利点、特徴を意味する
ものとして理解されるべきである。この明細書中の特性や利点、同様の言葉の記述は、必
ずしも同じ実施例を言及する必要はない。
【００１５】
　記述した本発明の特性、利点、及び特徴は、１又はそれ以上の実施例における様々な好
適な手段と組み合わせてもよい。関連技術の当業者は、特定の実施例の１又はそれ以上の
一定の特性や利点なく本発明を実施してもよいと理解することができる。他の例では、全
ての実施例に存在しないさらなる特性や利点が、本発明の一定の実施例において認められ
てもよい。本発明のこれらの特性及び利点は、以下の記述や添付した請求の範囲からさら
に十分に明らかになるか、説明された本発明を実施することによって確認されてもよい。
【００１６】
　本発明の利点を理解しやすくするために、本発明は、添付した図面に示した特定の実施
例を参照することによって具体的に説明されており、これは本発明の一般的な実施例のみ
を示すものであり、本発明の範囲を限定するものではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　この明細書中の「一実施例(one embodiment)」、「ある実施例(an embodiment)」、又
は同様の言葉を通した言及は、本発明の少なくとも一の実施例に含まれる実施例に関連す
る特定の特性、構造、又は特徴を意味する。この明細書中の「一実施例において(in one 
embodiment)」、「ある実施例において(in an embodiment)」、又は同様の言葉は、同じ
実施例を全て言及する必要はない。
【００１８】
　記述した本発明の特性、利点、及び特徴は、１又はそれ以上の実施例における様々な好
適な手段と組み合わせてもよい。以下に、数多くの具体的な詳細を本発明の実施例の理解
のために提供する。しかしながら、関連技術の当業者は、本発明を１又はそれ以上の特定
の細部なく、又は他の方法、構成部品、物質、その他によって実施しうる。他の例として
の公知の構造や、物質、操作についての詳細は、本発明の態様を不明瞭にすることを避け
るため記述していない。
【００１９】
　図１は、従来技術の円筒形の排気ガス排気管１１０を示す。排気管１１０は、既知の連
結具１０５を介して排気パイプ又は他の排気系部品（例えば、マフラー）に取り付けられ
るか、代替的に排気系部品を具える簡単な単一構造にしてもよい。排気ガスは、矢印１１
０の方向に排気管１１０を通過し、排気管１１０の遠位端部１１５で大気へ流入する。
【００２０】
　動作中、排気管１１０に機能的に連結されたエンジンから放出された排気ガスは、排気
パイプ、排気処理装置、又は他の排気系部品もしくは通路から排気管１１０へ入り、大気
中に放出される。排気ガスは、ほぼ円筒形（排気管１１０の形）で大気へ流入して拡散し
、これらは冷たい大気気体と相互作用するときに冷却される。
【００２１】
　排気ガスは、排気管１１０から離れるように動いて遅くなり、大気気体によって薄めら
れる。また、大気気体は、排気ガス中へほぼ矢印方向１３０に吸い込まれる。大気気体の
吸い込みは、上述のように、円筒形状の、特に排気管１１０の遠位端部１１５近くで流れ
の速い排気ガスと通常遅い大気気体とが交わる部分で起こる。吸い込みが起こるためには
、大気気体が排気ガスとほぼ同じ運動量を得なければならない。
【００２２】
　排気ガスは、移動して遠位端部１１５から離れるほど、大気気体によってますます薄め
られ遅くなるので、排気流が大気気体へますます取り込まれやすくなり、排気管１１０か
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ら少し離れた場所までに、排気ガスは完全に薄められて大気中へ拡散される。
【００２３】
　図２Ａ乃至２Ｃは、本発明による排気ガスディフューザ２００の一実施例を示し、図２
Ｂは、ディフューザの遠位端部のみを示し、他の詳細は説明を明確にするために省略して
いる。ディフューザ２００は出口又は遠位端部２０５を具え、排気ガスは、図２Ｃの矢印
２１０が示すように大気へ入る。ディフューザ２００の近位端部２１５は、排気系の台と
単一形にしてもよく、公知の連結具１０５に使用した構造及び方法と同じように排気パイ
プに連結具２２０を介して取り付けるか、所望されるように及び特定の機械に決定される
環境や構造の通りに、排気処理装置に直接取り付けてもよい。作動時に同じ結果を得られ
るように、ディフューザ２００は、既存の排気管に連結されて排気管から伸びているか、
排気系の台と一緒に構成されて、ディフューザ２００自体を独自の排気管にするようにし
てもよい。
【００２４】
　ディフューザ２００の遠位端部２０５には溝が付けられており、一連のローブ２２５を
形成しており、内部空間２２７周りに環状に集合的に配置されている。ローブ２２５は、
近位端部２１５から遠位端部２０５へ延在し、遠位端部に近くなるほど断面が大きくなり
、近位端部２１５から遠位端部２０５へローブの軸方向又は縦方向にテーパ形が大きくな
る。
【００２５】
　ローブ２２５は、ローブ２２５の間に位置する中間部分２３２でそれぞれ容積２３０を
規定する。ここに使用する「ローブ(Lobe)」は、ディフューザの遠位端部２０５に位置す
る突出部又は区画を意味し、ローブは、近位端部２１５によって規定される排気路の突出
部又は区画である。ローブは、様々な種類や大きさ、形にすることができ、それらのいく
つかを以下の図６乃至１２に示した。ローブは、互いに連結しているか、連結していなく
てもよいが、どんな場合も、互いに少なくとも部分的に間隔を空けて配置されている。一
実施例では、ローブ容積２３０の断面は、図２Ｃに示すように断面の上端部２３０ａと、
断面の側部２３０ｂ及び２３０ｃから成る三角形である。側部２３０ｂは、上端部２２５
ａから垂直に延在している垂直線２３５から角度αを成している。角度αは、一実施例で
は２０度である。ローブ２２５のこの構造において、内部空間２２７は截頭円錐形である
。中間部分２３２はローブ容積２３０と同じ形である。
【００２６】
　また、ローブ２２５は、図２Ｂに最も明瞭に示すように、ディフューザ２００の半径方
向の中心からディフューザ２００の半径方向外側縁部へテーパ形となっている。
【００２７】
　一実施例では、ディフューザ２００は、１２（１２）個のローブ２２５を具え、それぞ
れは、近位端部２１５から遠位端部２０５へ軸方向にほぼ４インチ延在する。遠位端部２
０５がほぼ６インチ径のとき、近位端部２１５はほぼ４乃至５インチ径である。他の寸法
や構成も可能であり、その一部を以下に示すが、これに限定する意図ではない。例えば、
ローブ２２５は、形状や幅を改良して、軸方向に長いか半径方向に太くしてもよい。図２
に示す特定の実施例では、側部２３０ｂの角度は、ローブ２２５を通る排気ガスの流れが
比較的一様に均質であるようほぼ２０度に制限される。図２に示された実施例の特定の幾
何学形状によって得られるさらに大きい角度は、排気ガスをローブ容積２３０の側部２３
０ｂからさらに離れるように引き出し、ガスの流動中に流れを妨げる渦をさらに作り出す
。他の構成、寸法、及び実施例にすることによって、最適に実施するためには異なる条件
が必要となる。
【００２８】
　一実施例では、例えば、ローブ２２５を含む（中間部分２３２を含まない）遠位端部２
０５の集合断面積は、近位端部２１５の断面積とほぼ同じである。この実施例において、
ディフューザ２００の特定の幾何学形状及び寸法が得られ、遠位端部２０５の面積が近位
端部２１５の面積より著しく小さい場合、排気ガスは大きい速度で噴出して遠位端部２０
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５から離れ、排気ガス中へ大気気体が吸い込まれることはより難しくなる。近位端部２１
５より大きい断面積の遠位端部２０５を具える他の構成も可能であり、最適に実施するた
めには異なる条件が必要となる。
【００２９】
　ディフューザは、特定のアプリケーションに必要とされるステンレス鋼や、鋼又はアル
ミニウム被覆鋼など他の材料から作ることもできる。
【００３０】
　ディフューザは、１又はそれ以上の排気処理機構や流体吸引装置（既知の技術）、他の
装置による排気系の前に配設されてもよく、ここへ直接連結されるかこのような装置から
様々な長さのパイプによって離れて配置されてもよい。
【００３１】
　作動中に、ディフューザ２００に機能的に連結されたエンジンから放出された排気ガス
は、排気パイプや、排気処理装置、他の排気系部品もしくは通路からディフューザ２００
へ入り、大気中へ放出される。しかしながら、図１のように円筒形で大気へ入るよりも、
ディフューザ２００を通って流れる排気ガスは、図２Ｂに示される溝付の形状の遠位端部
２０５で大気中へ流入して、拡散し、これらは冷たい大気気体と相互作用するときに冷却
される。
【００３２】
　図１と２とを比較すると、遠位端部１１５の排気管１１０の円周は、排気流動の形状を
規定し、遠位端部２０５のディフューザ２００の円周よりかなり小さいことが分かる（「
円周」は、必ずしも円であることを意味するのではなく、遠位端部での排気ガスと大気気
体との交わる部分の実際の輪郭線であり、この場合は、花に似た形状である）。遠位端部
２０５の円周が遠位端部１１５よりも著しく大きいことによって、排気ガスと大気が交わ
る面積はより大きくなる、すなわち、排気ガスは大気中へさらに効率的に吸い込まれ拡散
する。
【００３３】
　図１の円筒形状の排気ガス中への大気気体吸い込みが非効率的である代わりに、ディフ
ューザ２００は、図２Ｃの矢印２４０に示されるように、大気気体を中間部分２３２へ入
らせることで、排気ガスのさらなる急速な吸い込み、拡散とともに結果的に冷却を提供す
る。
【００３４】
　図３Ａ及び３Ｂは、排気管１１０及びディフューザ２００からの排気ガスの温度を測定
するための測定装置４００を示す。図示するように、測定の際には、排気管１１０を、遠
位端部１１５が熱電対配列４１０に面するように配置し、配列４１０は、排気の流れの障
害となることを最小限にしつつ温度を測定するように排気流動中の様々な位置に配置され
た熱電対を有し、ディスク形状パターンに並べた。配列４１０は、排気管１１０からの排
気ガスの流れの軸（矢印４２０で示す）に対して垂直方向に、遠位端部１１５から６イン
チの所に配置された。排気ガスの温度は、配列４１０の９つの熱電対測定点で測定された
。点Ｊは、排気の流れの中央であり、点Ａ乃至Ｈは、点Ｊ周りに環状に配置されており、
それぞれ点Ｊから半径方向に３．５インチ離れている。
【００３５】
　測定は、遠位端部１１５の上流に約４８インチのコージライトセラミック粒子フィルタ
を使用した普通のディーゼルトラックを用いて、フィルタの再生温度が１０２２°Ｆかそ
れ以上に達した状態で、粒子フィルタが定常再生している間行われた。周囲の環境は、曇
りで温度７５乃至８５Ｆの微風であった。
【００３６】
　測定装置は、遠位端部２０５を有するディフューザ２００が遠位端部１１５を有する排
気管１１０の代わりに用いられていること以外、同じ条件・同じ方法及び装置のディフュ
ーザ２００に対しても実行された。
【００３７】
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　排気管１１０を使用した約３００秒間の測定結果を図４のグラフ４００に示し、時間の
関数として温度を示す。ラインＤＥは、遠位端部１１５で測定された排気の流れの温度を
表している。他のラインＡ乃至Ｈ、及びＪは、熱電対配列４１０に対応した測定点で測定
された排気ガスの温度を示す。
【００３８】
　ディフューザ２００を使用した約３００秒間の測定結果を図５のグラフ４００に示し、
時間の関数として温度を示す。ラインＤＥは、遠位端部２０５で測定された排気の流れの
温度を表している。他のラインＡ乃至Ｈ、及びＪは、熱電対配列４１０に対応した測定点
で測定された排気ガスの温度を示す。配列４１０の点Ｊである排気流動の半径方向の中心
の温度は、ディフューザ２００を使用している方がかなり低く、大気気体の排気ガス中へ
の吸い込みがよりよく行われ、排気ガスの大気中への拡散がよりよく行われていることを
示している。
【００３９】
　図６乃至１１は、本発明による溝付の排気管又はディフューザの他の実施例を示してお
り、全ての図面は装置の遠位端部を示し、他の詳細は説明を簡単にするために省略してい
る。図示した実施例は、エンジンの排気ガスを大気気体に直接拡散するために使用される
ことを意図している。
【００４０】
　図６では、本発明によるディフューザ６００の遠位端部６１０に溝が付けられており、
結果的にローブ２２５とローブ６２０は、これらがローブ２２５よりも半径方向に内方へ
小さく延在して、内部空間６３０がより大きくなっていることを除いて構造は同じである
。
【００４１】
　図７では、本発明によるとディフューザ７００の遠位端部７０５は、６個のローブ７１
０を具えており、内部空間はなく、それぞれのローブ７１０は、全てのローブ７１０が連
結している部分７２０へ半径方向に内方にテーパ形である。ディフューザ７００の遠位端
部７０５は、互いに分離した複数の個別のローブを具えているので、単一の溝付の出口で
はないが（単一の溝付の出口とは異なり、ローブは全て、同じ出口の一部分である）、遠
位端部７０５の円周及び排気ガスと大気との交わる部分が大きくなる場合も本発明の範囲
内にあり、吸い込みが改良される。
【００４２】
　図８では、本発明によるディフューザ８００の遠位端部８０５は、外側の半径方向の面
８２０が四角ではなく丸みのある１０個のローブ８１０を具える。丸みの付いた外側の半
径方向の面８２０は、排気流動をよりよく流し渦を少なくするための一部の構成において
望ましい。
【００４３】
　図９では、本発明によるディフューザ９００の遠位端部９０５は、６個のテーパ形では
ない四角のローブ９１０を具え、大きな内部空間９２０を有する。
【００４４】
　図１０では、本発明によるディフューザ１０００の遠位端部１０１０は、ほぼ長円形で
あり、ローブ１０２０を形成するように溝が付けられている。図１０に例示するように、
本発明によるディフューザや排気管の基本形状は、円形、長円形、四角形、又は本発明の
範囲内にある他の形状である。
【００４５】
　図１１では、本発明によるディフューザ１１００の遠位端部１１１０は、ローブ２２５
とほぼ同じ形状の５個のローブ１１２０を具え、主な相違点は、ローブ１１２０が遠位端
部１１１０の円周に部分的にのみ延在し、残りの部分１１３０は溝付ではないことである
。
【００４６】
　図１２は、本発明によるディフューザ１２００の別の実施例を示しており、ディフュー
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ザ１２００は、ディフューザ２００とほぼ同じであるが以下の点において異なる：
【００４７】
　ディフューザ１２００のローブ１２１０は、ディフューザ１２００の近位端部１２２０
から遠位端部１２３０へ軸方向に真っ直ぐ延在していない；これらは、らせんパターンを
形成するようにねじれている。ローブ１２１０は、また、近位端部１２２０をかなり越え
るように半径方向に外側へ延在していない。ローブ１２１０は、また、小さいパーフォレ
ーション１２４０（明瞭にするため数個のみ示す）と、大きいパーフォレーション１２５
０（明瞭にするため数個のみ示す）とを具える。ローブ又はディフューザの他の範囲のパ
ーフォレーションは、排気ガスをさらに拡散するいくつかの構成において所望される。ロ
ーブ１２１０は、また、排気の流れを改良するために傾斜した上端縁部１２６０を具える
。
【００４８】
　図１３Ａ及び１３Ｂは、本発明による別の実施例のディフューザ１３００を示しており
、ディフューザ１３００は、ディフューザ１３００が複数のローブ１３２０の間の内部空
間２２７中にブロック１３１０を具え、ローブ１３２０が１０個であり、ディフューザ１
３００の遠位端部１３３０で半径方向にテーパ形ではない点が異なる以外は、ディフュー
ザ２００と同じである。ブロック１３１０は、内部空間２２７と同様の内部空間を具える
本発明の様々な実施例において使用されてもよい。ブロック１３１０は、近位端部１３４
０に空気力学的な目的のために形成されており、ローブ１３２０の半径方向の内側部分に
溶接されるか別の方法で取り付けられており、内部空間２２７を塞いでここを通る排気ガ
スの流れを遮って、排気ガスが、ローブ１３２０だけを通ってディフューザ１３００を出
て大気中へ入るようにする。この装置は、最適な拡散と吸い込みのためのいくつかの構成
において望ましく、中央から半径方向外側に配置された点（図４及び５のラインＡ乃至Ｈ
）よりも熱くなる傾向にある排気ガスの流れの中央部分（図４及び５のラインＪに示す）
をなくすことができる。ブロック１３１０の他の実施例は、排気ガスが内部空間２２７を
通って流れることを部分的にのみ妨げるブロックを具える。
【００４９】
　以下の概略的なフローチャート図は、論理上のフローチャート図として全体的に説明さ
れる。このように、示した順序及び表示したステップは、本発明の方法の一実施例を示し
ている。図示した方法の１又はそれ以上のステップに対して機能、論理、又は効果、又は
この一部において同等である他のステップ及び方法を考慮してもよい。さらに、使用され
ているフォーマットや印は、方法の論理上のステップを説明するために提供されており、
方法の範囲を限定するものではないと理解される。様々な種類の矢印や線がフローチャー
ト図に使用されているが、対応する方法の範囲を限定するものではないと理解される。い
くつかの矢印や他の連結部は、方法の論理上の流れのみを示すものとして使用される。例
えば、矢印は、図示した方法に列挙されたステップ間の特定されていない待ち時間又は観
察時間を示してもよい。さらに、特定の方法を行う順番は、図示した対応するステップの
順番に正確に従っても、従わなくてもよい。
【００５０】
　図１４に、排気ガスを大気中へ拡散する方法の一実施例を示す。方法１５００は、示す
ようにブロック１５０５から始まり、１５１０でハウジングが提供され、ハウジングは排
気パイプ、ディフューザ、排気処理装置、又はエンジン排気系のいくつか他の部品、又は
排気系の完成品である。ハウジングは、エンジン又は上流の排気系部品から排気ガスを受
けて、排気は、例えば標準の円筒形排気パイプ又は処理装置などハウジング中の第１の通
路を通って押し進められる１５３０。続いて、排気はハウジング中の第２の溝付の通路を
通って押し進められ、排気ガスは溝によって形成されるローブを部分的に又は完全に通過
する１５４０。排気は、それから大気へ直接放出され１５５０、方法が終了する１５６０
。
【００５１】
　方法１５００は、排気ガスの流れがほぼ均一に、大きな渦又は他の流体の障害を避ける
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よう上述したように、排気ガスが第２の通路の内側面のほぼ全体近くの第２の通路を通っ
て押し進められるステップを追加するなど、本発明の範囲内で上記記載のステップ又は当
業者に明らかな追加的なステップによって改良および／または拡張されてもよい。他の可
能な追加には、ガスを第１の通路の第１の断面領域を通して、第２の通路の第１とほぼ同
じ大きさの第２の断面領域を通して押し進めることを含む。他には、ガスを第１の通路の
第１の断面円周部を通して、第２の通路の第１より大きい第２の断面円周部を通して押し
進めることを含む。
【００５２】
　本発明は、本発明の範囲又は必要な特徴から離れることなく他の特定の形でおこなわれ
てもよい。記載した実施例は全て説明としてのみ考慮されるものであり、制限するための
ものではない。従って、本発明の範囲は、前記記載よりも添付した請求の範囲によって示
される。請求の範囲と均等の意味や範囲内の全ての改良は、この範囲内で受け入れられる
。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】図１は、標準の排気管の側部断面図である（従来技術）；
【図２Ａ】図２Ａは、本発明による排気ディフューザの一実施例の側部立面図である；
【図２Ｂ】図２Ｂは、図２Ａのディフューザの上面図である；
【図２Ｃ】図２Ｃは、図２Ａのディフューザの側部断面図である；
【図３Ａ】図３Ａは、排気ガス温度の測定機構で使用されるディスクの正面立面図である
；
【図３Ｂ】図３Ｂは、図３Ａで使用される測定機構の概略側部立面図である；
【図４】図４は、図１の排気管からの排気温度を示すグラフである（従来技術）；
【図５】図５は、図２のディフューザからの排気温度を示すグラフである；
【図６】図６は、遠位端部の内部の半径方向の空間がより大きい本発明による排気ディフ
ューザの別の実施例の上面図である；
【図７】図７は、ローブが連結されており、遠位端部の内部の半径方向の空間がない本発
明による排気ディフューザの別の実施例の上面図である；
【図８】図８は、丸みのあるローブを具える本発明による排気ディフューザの別の実施例
の上面図である；
【図９】図９は、テーパ形ではない四角形のローブを具える本発明による排気ディフュー
ザの別の実施例の上面図である；
【図１０】図１０は、溝付の長円形の開口を具える本発明による排気ディフューザの別の
実施例の上面図である；
【図１１】図１１は、排気管の周囲に部分的にのみ延在する本発明による排気ディフュー
ザの別の実施例の上面図である；
【図１２】図１２は、らせん状に屈曲したローブを具える本発明による排気ディフューザ
の別の実施例の側部立面図である；
【図１３Ａ】図１３Ａは、内部ブロックを具える図２のディフューザである本発明による
排気ディフューザの別の実施例の側部断面図である；
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、図１０Ａのディフューザの上面図である；
【図１４】図１４は、本発明による排気ガスを拡散する方法の実施例を示す概略的なフロ
ーチャート図である。
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【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成20年1月22日(2008.1.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関からの排気ガスを冷却する装置において、当該装置が：
　近位端部と、遠位端部とを有するディフューザであって、前記近位端部は前記機関から
排気ガスを受けるよう構成され、前記遠位端部は前記排気ガスを大気中へ放出するよう構
成されているディフューザと；
　前記遠位端部に少なくとも部分的に配置された複数のローブであって、前記排気ガスの
少なくとも一部がこのローブを通過するように構成されているローブとを具え；
　前記遠位端部の断面積が前記近位端部の断面積とほぼ同じであることを特徴とする装置
。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、前記遠位端部の円周が前記近位端部の円周より大きい
ことを特徴とする装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の装置において、前記近位端部が、ほぼ円筒形であり、ほぼ円筒形の排
気パイプに取り付けられるよう構成されていることを特徴とする装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の装置において、前記ローブがほぼ環状形に配置されており、内部空間
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を規定し、さらに前記内部空間に配設されたブロックを具え、当該ブロックが、通路から
前記内部空間を通る前記排気ガスを少なくとも部分的に止めるように構成されていること
を特徴とする装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の装置において、前記ローブが環状形に配置されており、前記ローブは
、互いにほぼ同じ大きさ、形、距離であり、前記ローブは、断面の前記遠位端部の中央か
ら半径方向に外方へ延在していることを特徴とする装置。
【請求項６】
　請求項３に記載の装置において、各ローブが、前記ディフューザの前記遠位端部におい
て半径方向の外側部で広くなり、半径方向の内側側部で狭くなるように、各ローブが半径
方向にテーパ形であり、各ローブがさらに、前記パイプの円筒形内へ半径方向に、前記パ
イプの円筒形から外方へ半径方向に延在することを特徴とする装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の装置において、前記装置がディーゼルエンジンと共に使用されるよう
に構成されており、前記装置の前記近位端部は、ほぼ円筒形で、前記遠位端部がほぼ６イ
ンチ径のときにほぼ４乃至５インチの径であり、前記ローブは、それぞれの長さがほぼ４
インチである１２個のローブを具えることを特徴とする装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の装置において、各ローブは、断面が三角形であり、当該三角形の頂部
は前記ディフューザの前記遠位端部における前記ローブの頂部に対応し、前記三角形の半
径方向の外側は、前記三角形の頂部に垂直な中心線からほぼ２０度離れるように方向付け
られていることを特徴とする装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の装置がさらに、前記ローブ内に配置された複数のパーフォレーション
を具えることを特徴とする装置。
【請求項１０】
　排気ガスを拡散するための装置において、当該装置が：
　近位端部と、遠位端部とを有する排気管であって、前記近位端部は排気ガスを受けるよ
う構成され、前記遠位端部は前記排気ガスを大気中へ放出するよう構成されている排気管
と；
　前記遠位端部に少なくとも部分的に配置された複数のローブであって、前記排気ガスの
少なくとも一部がこのローブを通過するように構成されているローブと；
を具え、前記遠位端部の断面積が前記近位端部の断面積とほぼ同じであることを特徴とす
る装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の装置において、前記遠位端部の円周が前記近位端部の円周より大き
いことを特徴とする装置。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の装置において、前記排気管の前記近位端部が、前記エンジンで生成
される排気ガスを受けるようにディーゼルエンジンに機能的に取り付けられ、さらに、前
記エンジンと前記排気管の間に配設されたディーゼル粒子フィルタを具えることを特徴と
する装置。
【請求項１３】
　排気ガスを冷却する方法において、当該方法が：
　前記排気ガスを第１通路を通して押し進めるステップと；
　前記排気ガスを複数のローブを通して押し進めるステップであって、
ここで、前記排気ガスは、前記第１通路を通って、第１の断面を通り、前記第１の断面と
ほぼ同じ断面積の第２の集合断面で前記ローブを通過するステップと；、
　前記排気ガスを前記ローブから大気中へ放出するステップと；
を具えることを特徴とする方法。



(16) JP 2009-536282 A 2009.10.8

【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法において、前記ローブが第２通路の溝(fluting)によって作ら
れることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の方法がさらに、内燃ディーゼルエンジンから前記排気ガスを生成す
るステップと、前記内燃ディーゼルエンジンから前記第１通路へ前記排気ガスを押し進め
るステップとを具えることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の方法において、前記排気ガスを前記ローブを通して押し進めるステ
ップが、前記排気ガスの流れがほぼ均一になるように、前記排気ガスの前記ローブのほぼ
全体の内側面に近接した部分を押し進めるステップを具えることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１４に記載の方法がさらに、前記第２通路の一部を通る排気ガスの通路をブロッ
クするステップを具えることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　ディーゼルエンジンの排気処理及び冷却システムにおいて、当該システムが：
　前記エンジンで生成される排気ガスをほぼ収容して方向付ける排気パイプと；
　前記排気パイプ上に配設され、前記排気ガスの組成を改善するよう構成された排気処理
機構と；
　前記排気処理機構に機能的に取り付けられ、前記排気処理機構を適宜再生するよう構成
された再生機構と；
　ハウジングにおける前記排気処理機構の下流に配設された冷却機構であって、複数のロ
ーブを具え、前記排気ガスを近位端部の前記排気パイプから受けて前記排気ガスを前記ロ
ーブを通して遠位端部で大気へ放出するよう構成された冷却機構と；
を具え、前記遠位端部の断面積が前記近位端部の断面積とほぼ同じであることを特徴とす
るシステム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のシステムにおいて、前記ローブの集合的な円周が、前記排気パイプ
の円周よりも大きいことを特徴とするシステム。
【請求項２０】
　請求項１８に記載のシステムにおいて、前記排気処理機構は、ディーゼル粒子フィルタ
を具えることを特徴とするシステム。
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